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市 民 相 談 （６月～７月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※市役所の受付は、午前８時30分～午後５時15分です。
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
行 政 ６月15日㈭　午後１時～４時

市役所１階 市民相談室 
   　　☎�１１１３
市民課☎�１１１２
　　　☎�１１１０

法 律

６月７日㈬・14日㈬・21日㈬・28日㈬　午後１時～４時
◎７月の相談日

弁護士に
よる相談

７月５日㈬・12日㈬　午後１時～４時　
定員＝各６人（先着順)

司法書士に
よる相談

７月19日㈬・26日㈬　午後１時～４時
定員＝各６人（先着順)

不 動 産 ６月９日㈮・７月14日㈮　午後１時～４時
相談員＝宅地建物取引士

年金・労働 ６月８日㈭　午後１時～４時　
相談員＝社会保険労務士

税 務 ６月13日㈫・７月11日㈫　午後１時～４時　
相談員＝税理士　

消 費 生 活
毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分 市役所４階 商工観光課 商工観光課 ☎�１１７５
毎週火・金曜日（休日を除く）午前９時30分～正午、
午後１時～３時30分　

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
 ☎�１２３２

人 権
６月13日㈫・７月11日㈫　午後１時～４時 アスピアこだま１階 

会議室３ 市民活動推進課
　　　　　　 ☎�１１１８６月27日㈫　午後１時～４時 市役所１階　市民相談室

女 性 相 談
(DV相談も含む)

毎週月～金曜日（休日を除く）　
午前８時30分～午後５時15分

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎�１１４４　☎�１１１８

家 庭 児 童 毎週月～金曜日（休日を除く)　午前９時～午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課☎�１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月～金曜日（休日を除く)　午前９時30分～午後３時

ふれあい教室
（旧勤労会館２階）

教育支援センター
☎�４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く）
電話相談：午後１時30分～５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付

子どもの心の相談員
☎�７３３７

心 配 ご と

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時～４時（受付は３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５

毎週月曜日（休日を除く） 
午後１時～４時（受付は３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎�１２３７

結　　 婚 ６月７日㈬・21日㈬・７月５日㈬・９日㈰
午後１時～４時（受付は３時30分まで) ※相談時間中

のご連絡は、
☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５介護の悩み ６月９日㈮・23日㈮

午後１時～４時（受付は３時30分まで)

成 年 後 見 ６月13日㈫・27日㈫
午後１時～４時（受付は３時30分まで)

※各種相談は予約制
※７月の相談予約は、６月20日㈫から受付開始       
   （先着順。受付開始日は電話予約のみ）
※同じ相談に同時に複数の申し込みはできません
　各種相談日
●法律相談　　　　　　　　　　　●行政相談             毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１・２水曜日　●不動産相談         毎月第２金曜日
・司法書士　 〃  第３・４水曜日　●年金・労働相談 偶数月第２木曜日
 （労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）  ●税務相談　          毎月第２火曜日
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日
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会話の中でこんな言葉が出たら ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

「携帯電話をなくした（壊した）（番号が変わった）」
「会社の書類や小切手の入ったカバンを忘れた（盗まれた）」
「現金を代わりの者が取りに行く」
「医療費の還付金があります」

その電話、ちょっと変じゃないですか ?!

それは

サ   ギ

詐 欺！
かもしれません

もしかして、詐
サ ギ

欺…　

◆おかしいと思ったら、迷わず、最寄りの警察署または警察総合相談センターへ（☎＃ 9110）

耐用年数の過ぎた消火器や腐食や老朽化した消火器があり
ませんか。
消火器の処分には、次の方法があります。

特定窓口に引き
取りを依頼する　　

指定引取場所
に直接持込む　

｢ゆうパック」による
回収を依頼する

　消火器リサイクル推進センターでは、地域の消火器販売店や関係者と連携し、古い消火器を回収し
てリサイクルする取り組みを進めています。回収された消火器は、解体・選別され、一部は消火器に
再生されます。
　※市では消火器をごみ収集していません。

お問い合せ先　　一般社団法人 日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）
　　　　　　　　☎03-5829-6773　ホームページ　http://www.ferpc.jp/

★環境推進課☎�１１７２

受付時間9：00～17：00
（土日、祝・休日および
12：00～13：00を除く）

ホーム
ページ

お近くの特定窓口・指定引取場所をお探しの
際には、消火器リサイクル推進センターへお
問い合わせください

TEL 03-5829-67731.
2.
3.

http://www.ferpc.jp/

耐用年数が過ぎている！傷んでいる！
そんな消火器を処分したい時には…

リサイクルにご協力を！

EC
ガイド

回 収 場 所 日　　程 時　　間 問合せ先

アスピアこだま ６月４日㈰
７月２日㈰ 午前９時～11時 ハートtoハート

(佐久間さんち）
☎�９３００ 市役所 ６月18日㈰ 午前９時～11時、

午後１時～３時

本庄南公民館 ６月10日㈯ 午前９時～11時 佐久間さんち
☎�９３００

就労継続支援Ｂ型
事業所「佐久間さ
んち｣
(本庄高校北側）

６月16日㈮ 随時受付 ポノポノ
☎�２１９５

 集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

生ごみの減量や水切りを呼びかける標語

今月の標語

「水切りを
 皆んなでやれば　効果大」

一般の部優秀賞　中原　政夫さん

★環境推進課☎�１１７２

TEL 0120-822-306 ゆうパック専用コール
センター


